
　

未
登
記
家
屋（
登
記
を
し
て
い

な
い
家
屋
）の
情
報
は
、
市
の
固

定
資
産
税
台
帳
で
管
理
さ
れ
て
い

ま
す
。
相
続
や
売
買
、
贈
与
な
ど

で
所
有
者
の
変
更
を
す
る
場
合
、

市
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
※
登
記
の
あ
る
土
地
や
建
物
の

所
有
者
変
更
は
法
務
局
で
所
有
権

移
転
登
記
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

持
っ
て
く
る
物　
▽
未
登
記
家
屋

所
有
者
変
更
申
出
書（
実
印
押
印
）

▽
新
旧
の
所
有
者
の
印
鑑
証
明（
相

続
に
よ
る
変
更
で
あ
れ
ば
、
被
相

続
人
の
印
鑑
証
明
は
不
要
で
す
）

▽
売
買
、
贈
与
な
ど
の
契
約
の
場

合
は
契
約
書
の
写
し
▽
相
続
の
場

合
は
遺
産
分
割
協
議
書
の
写
し
な
ど

そ
の
他　
届
け
出
用
紙
は
税
務
課

に
あ
る
ほ
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

問
い
合
わ
せ　
税
務
課（
☎
㊵
２

８
３
６
）

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
を
基
準
日
と
し
て
課
税
し
て
い

ま
す
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
　

　
平
成
30
年
12
月
31
日
ま
で
に
家

屋
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り
壊

し
た
場
合
、
31
年
度
の
固
定
資
産

税
台
帳
か
ら
削
除
す
る
に
は
年
内

に
法
務
局
で
滅
失
登
記
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
未
登
記
家
屋
を

取
り
壊
し
た
場
合
や
年
内
に
登
記

を
済
ま
せ
る
こ
と
が
難
し
い
場
合

は
、
市
税
務
課
へ
届
け
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
新
増
築
の
家
屋

評
価
の
と
き
に
市
職
員
が
確
認
し

た
場
合
は
届
け
出
は
不
要
で
す
。

家
屋
の
用
途
変
更
を
し
た
場
合
　

　
用
途
変
更
の
届
け
出
を
し
て
く

だ
さ
い
。

持
っ
て
く
る
物　
▽
届
出
人
の
印

鑑（
ス
タ
ン
プ
印
不
可
）▽
30
年

12
月
31
日
ま
で
に
取
り
壊
し
た
家

屋
の
場
合
は
、
取
り
壊
し
年
月
日

お
よ
び
取
り
壊
し
業
者
名
が
記
載

さ
れ
た
解
体
証
明
書
▽
用
途
変
更

の
場
合
は
、
用
途
変
更
し
た
こ
と

が
分
か
る
も
の

そ
の
他　
登
記
の
方
法
な
ど
に
つ

い
て
は
前
橋
地
方
法
務
局
高
崎
支

局
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

市
役
所
へ
の
届
け
出
用
紙
は
税
務

課
に
あ
る
ほ
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す

問
い
合
わ
せ　
税
務
課（
☎
㊵
２

８
３
６
）

家
屋
の
取
り
壊
し
、
用
途
変
更
に
関
す
る
届
け
出

　
平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
、
市

内
に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有

し
て
い
る
法
人
ま
た
は
個
人
事
業

者
は
、必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
税
務
署
で
行
う
国
税
の
申
告

と
は
異
な
り
ま
す
の
で
、
市
へ
も

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い

　
耐
用
年
数
を
超
過
し
て
い
る
資

産
で
も
、
資
産
の
あ
る
場
合
は
申

告
が
必
要
で
す
。
詳
細
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

未
登
記
家
屋
の
所

有
者
変
更
手
続
き

事
業
用
償
却
資
産
の
申
告
を

申
告
期
限
　
31
年
１
月
31
日
㈭

対
象
と
な
る
資
産　
償
却
資
産
と

は
事
業
の
た
め
に
用
い
る
有
形
の

資
産
で
、
以
下
の
も
の
で
す
▽
構

築
物（
広
告
看
板
、
門
塀
、
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
舗
装
な
ど
）▽
機
械
・

装
置（
太
陽
光
発
電
設
備
、
土
木

建
設
用
機
械
な
ど
）▽
船
舶
▽
航

空
機
▽
車
両
・
運
搬
具（
自
動
車

税
・
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
で

な
い
も
の
）▽
工
具
・
器
具
、
備

品（
測
定
工
具
、
家
具
、
理
美
容

機
器
、
事
務
用
機
器
、
パ
ソ
コ
ン

な
ど
）

申
告
の
内
容　
資
産
の
種
類
、
名

称
、
取
得
年
月
、
取
得
価
格
、
耐

用
年
数
な
ど

申
告
書
提
出
・
問
い
合
わ
せ　
税

務
課（
☎
㊵
２
８
３
６
）

日時　12月 20日㈭午前８時 30分～午後５時 15分
　　　12月 21日㈮午前８時 30分～午後３時
会場　藤岡市役所市民相談室
主催　東京都／東京 2020組織委員会／ＪＯＣ／ＪＰＣ
問い合わせ　スポーツ課（☎㊿ 8213）

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、気運醸成や大会・
競技への理解促進を図ることを目的に、オリンピックフラッグ・パラリンピッ
クフラッグが全国を巡回しています。皆さんのお越しをお待ちしています。

東京 2020オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが藤岡市にやってきます !

年
末
の
ご
み
は
お
早
め
に
　
ご
み
の
自
己
搬
入
と
収
集
日
程

年末・年始のごみ収集日程
　
年
末
は
大
量
の
ご
み
が
出
る
時

期
で
す
。
ご
み
の
出
し
方
の
ル
ー

ル
を
守
り
、
き
ち
ん
と
分
別
し
て

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の
自
己
搬
入

　
年
末
は
12
月
28
日
㈮
ま
で
、
年

始
は
１
月
４
日
㈮
か
ら
搬
入
で
き

ま
す
。

受
入
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
11

時
30
分
、
午
後
１
時
～
４
時
30
分

■
ご
み
の
収
集
　

　
年
末
は
12
月
28
日
㈮
ま
で
、
年

始
は
１
月
４
日
㈮
か
ら
通
常
ど
お

り
ご
み
収
集
を
行
い
ま
す（
左
表

の
と
お
り
）　

問
い
合
わ
せ　
清
掃
セ
ン
タ
ー（
☎

㉓
８
３
０
５
）

100 歳のお誕生日
おめでとうございます

新井市長と反町市議会議長が慶祝訪問

新井　のぶさん（11 月 12 日訪問）
　普段の生活はほとんど自分でできると
いう新井さん（11 月６日生まれ・岡之
郷）。長寿の秘

ひ け つ

訣は「３度の食事を好き
嫌いなく食べること」と満面の笑みで話
してくれました。

　11 月９日、群馬県行政書士会藤岡支部と
市は「災害時における被災者支援等の協力に
関する協定」を締結しました。この協定によ
り、災害時における罹災証明書の作成や補
助金の申請など市民生活に必要となる申請・
相談業務が迅速に行える体制が整いました。
　今後も協力して、安全、安心なまちづく
りに取り組んでいきます。
問い合わせ　地域安全課 ( ☎㉒ 7444)

地　区 可燃ごみ
（燃やせるごみ）

不燃ごみ・古紙・資源・有害物
（ペットボトル・トレイ） 資源（ビン・カン類）

藤
　
岡

1区～5区

毎週月・木曜日
年末は12月27日㈭
まで年始は１月7日㈪
から収集します

 12月４日㈫・18日㈫
  １月 15日㈫

 12月11日㈫・25日㈫
  １月 8日㈫・22日㈫

6区～11区  12月11日㈫・25日㈫
  １月 8日㈫・22日㈫

 12月４日㈫・18日㈫
  １月 15日㈫

12区～15区  12月７日㈮・21日㈮
  １月４日㈮・18日㈮

 12月 14 日㈮・28日㈮
  １月11日㈮・25日㈮

16区～20区  12月 14 日㈮・28日㈮
  １月11日㈮・25日㈮

 12月７日㈮・21日㈮
  １月４日㈮・18日㈮

神　流

毎週火・金曜日
年 末 は12月28日㈮
まで年始は１月4日㈮
から収集します

 12月13日㈭・27日㈭
  １月10日㈭・24日㈭

 12月６日㈭・20日㈭
  １月17日㈭

小　野  12月 5日㈬・19日㈬
  １月16日㈬

 12月12日㈬・26日㈬
  １月９日㈬・23日㈬

美土里  12月12日㈬・26日㈬
  １月９日㈬・23日㈬

 12月 5日㈬・19日㈬
  １月16日㈬

美九里  12月 6日㈭・ 20日㈭
  １月17日㈭

 12月 13日㈭・27日㈭
  １月 10日㈭・24日㈭

平　井  12月10日㈪・24日㉁
  １月14日㈷・28日㈪

 12月 3日㈪・17日㈪
  １月 7 日㈪・21日㈪

日　野  12月 3日㈪・17日㈪
  １月 7日㈪・21日㈪

 12月10日㈪・24日㉁
  １月14日㈷・28日㈪

鬼
　
石

71区～73区
76区 毎週月・木曜日

年 末 は12月27日㈭
まで年始は１月7日㈪
から収集します

 12月 14 日㈮・28日㈮
  １月11日㈮・25日㈮

 12月７日㈮・21日㈮
  １月４日㈮・18日㈮

74区・75区
78区・79区

 12月11日㈫・25日㈫
  １月 8日㈫・22日㈫

 12月４日㈫・18日㈫
  １月 15日㈫

77区
毎週木曜日
年 末 は12月27日㈭
まで年始は１月10日㈭
から収集します

 12月 14 日㈮・28日㈮
  １月11日㈮・25日㈮

 12月７日㈮・21日㈮
  １月４日㈮・18日㈮

80区
毎週月曜日
年末は12月24日㉁
まで年始は１月7日㈪
から収集します

 12月11日㈫・25日㈫
  １月 8日㈫・22日㈫

 12月４日㈫・18日㈫
  １月 15日㈫

群馬県行政書士会藤岡支部と
災害応援協定を締結
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